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傘下団体 

 東京都鮨商生活衛生同業組合 

 東京都麺類生活衛生同業組合 

 東京都中華料理生活衛生同業組合 

 東京都社交飲食業生活衛生同業組合 

東京都料理生活衛生同業組合 

 東京都飲食業生活衛生同業組合 

 東京都喫茶飲食生活衛生同業組合 

 東京都食鳥肉販売業生活衛生同業組合 

 東京都氷雪販売業生活衛生同業組合 

 東京都理容生活衛生同業組合 

 東京都美容生活衛生同業組合 

 東京都興行生活衛生同業組合 

 東京都ホテル旅館生活衛生同業組合 

 東京都簡易宿泊業生活衛生同業組合 

 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合 

 東京都クリーニング生活衛生同業組合 
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まん延防止等重点措置に関しての要望 
 

まん延防止等重点措置が発令される見通しの中、私共生活衛生 16 団体、

特に飲食関係団体はアルコール提供禁止となりますと、夜の営業は成り

立たず、休業せざるを得なくなりますのは昨年の実際の経験からも十分

に予想されます。 

私共は席の間隔をコロナ前の倍以上に空け、加えてパーティションを

置き、会話時にはマスクを着用して頂く等々、様々な工夫をして感染対

策を講じております。さらに、入店時の検温・消毒、室内の換気、空気

清浄機等の活用により、より安全な環境下で飲食していただけるよう心

掛けております。 

しかしながら、このように感染リスクを極力減少するよう努めていて

も、アルコールの提供ができない状況では、お客様は飲食店に来店して

下さらず、アルコール提供禁止の影響は予想を上回る規模で、各店の売

上は激減し、再び多数の店から閉店・廃業の話が出て参ります。 

 



今後は業種別ガイドライン遵守店にはまん延防止等重点措置下に於き

ましても、アルコール提供時間の短縮（20 時まで）という対応を昨年の

まん延防止等重点措置の時と同様にお取り下さるよう、要望させて頂き

ます。 


